
燧灘におけるカタクチイワシの資源管理の取組(案)

１．休漁期間の設定

（１）瀬戸内海機船船びき網漁業

操業開始日及び終漁日については、「燧灘での瀬戸内海機船船びき網漁業（カタク

チイワシ）の操業開始日決定手順」（以下「決定手順」）に基づいて定める。

①許可開始日から、決定手順に基づいて定められた開始日の前日までの期間。

②決定手順に基づいて定められた終漁日の翌日から、許可終了日までの期間。

（２）いわし機船船びき網漁業

①４月１日から５月３１日までの期間。

②１１月２２日から翌年の３月３１日までの期間。

（２）定期休漁日の設定

操業期間中に、週に１日以上の定期休漁日を設定する。なお、定期休漁日は、平成

２３年度漁期の休漁日数を下回らないものとする。

（参考）対象漁業種類と操業（許可）期間

県 名 漁業種類 許可期間

広島県 瀬戸内海機船船びき網漁業 6/10～12/31

香川県 瀬戸内海機船船びき網漁業 5/15～翌1/15

瀬戸内海機船船びき網漁業 5/15～翌1/15
愛媛県

いわし機船船びき網漁業 1/1～12/31
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